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和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品の配布に関する要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市域におけるクビアカツヤカミキリの分布拡大の抑制と、生態系等に

係る被害の防止・低減を実現することを目的として、クビアカツヤカミキリの防除用品（以

下「防除用品」という。）を予算の範囲内において、配布することについて必要な事項を定め

るものである。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施

行令（平成１７年政令第 169 号）別表第１に定めるクビアカツヤカミキリをいう。 

（２）防除用品 クビアカツヤカミキリの防除及び被害拡散防止のために必要な防除ネット、

登録薬剤等をいう。 

（３）フラス クビアカツヤカミキリの幼虫が排出する木くずと糞の混合物をいう。 

（４）被害木 フラス等により被害が確認できる市内のサクラ、モモ、ウメ等のバラ科樹木を

いう。 

（責務） 

第３条 防除用品の配布を受けたものは、この要綱の目的に沿って、これを適正に使用しなけ

ればならない。 

（禁止事項） 

第４条 防除用品の配布を受けたものは、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）本事業の目的以外で防除用品を使用すること（農業被害の防止を目的とした使用は配布

の対象外とする） 

（２）配布を受けた防除用品を第三者に貸与し、又は譲渡すること。 

（３）その他市長が防除用品の使用において不適当と認める行為 

（防除用品の配布対象となるもの） 

第５条 防除用品の配布対象となるものは、次の各号のいずれかに該当し、かつ過去に本事業

で防除用品の配布を受けていないものであって、被害木等を所有し、若しくは被害木等を管理

するもの又はこれらのものから被害木等の防除の同意を得たものとする。 

（１）市内に居住する者 

（２）市内に事業所を有する事業主（法人含む）  

（３）市内の町会、自治会、その他地区の居住世帯の多数で構成する団体（以下「団体」とい

う。） 

（４）その他市長が適当と認めるもの 

（防除用品の申請） 

第６条 前条に規定する配布対象となるものであって、防除用品の配布を希望するものは、和

泉市クビアカツヤカミキリ防除用品配布申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次

に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。なお、申請書の提出に代え、市長が

別に指定する方法により、申請書を提出することができる。 

（１） 被害木等の写真（被害木等の全体写真及び（フラスが確認できる場合は）フラス発生箇

所の写真） 

（２） 被害木等の場所が分かる付近見取図 
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（３）申請者本人（事業所又は団体の場合はその代表者）が確認できるマイナンバーカード（個

人番号記載部分は除く）又は運転免許証等の写し 

（４）防除用品の使用場所が借地の場合は、所有者の同意書 

（５）防除用品の受け取りを希望するものと、被害木等の所有者又は管理者が異なる場合、被

害木等の所有者又は管理者の同意書 

（６）代理人による申請の場合は、委任状及び代理人のマイナンバーカード又は運転免許証等

の写し 

（７）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、申請者が、申請書及び前項各号に掲げる書類を、環境保全所管部署の窓口

に直接持参する方法により行うものとする。 

３ 申請の受付は、各会計年度の１月末日（ただし、１月末日が本市の休日に当たるときは、市

の休日の翌日をもってその期限とみなす。）を期限として先着順に行うものとし、申請が防除

用品の配布予定数に達した場合は、受付を終了するものとする。 

（防除用品の配布等） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、当該

申込みをしたものに対し、防除用品を無償で配布するものとする。 

２ 防除用品の申請当たりの配布数量は、防除ネットにあっては被害木等１本につき１枚、登

録薬剤にあっては被害木５本に対して１本とし、それぞれの配布上限数量は、防除ネットに

あっては１０枚まで、登録薬剤にあっては２本までとする。 

３ 防除用品の配布は、１世帯、１事業所又は１団体あたり１回限りとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、被害木等を所有し又は管理するものから同意を得たものに対し

ての防除用品の配布数等については、別途市長と協議するものとする。 

（実績報告） 

第８条 前条第１項の規定により配布を受けたものは、和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品

配布実績報告書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添付し、配布を受けた日の属する年度

の２月末日（ただし、２月末日が本市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその

期限とみなす。）までに市長に報告しなければならない。なお、実績報告書の提出に代え、

市長が別に指定する方法により、実績報告書を提出することができる。 

（１）防除用品使用後の樹木の写真 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（経過報告） 

第９条 第７条第１項の規定により配布を受けたものは、配布を受けた年度の翌年度から２年

分の防除用品使用後の経過について、和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品配布経過報告書

（様式第３号）に、次に掲げる書類を添付し、毎年１０月１日から同月末日（ただし、１０月

末日が本市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。）までに市長

に報告しなければならない。なお、経過報告書の提出に代え、市長が別に指定する方法によ

り、経過報告書を提出することができる。 

（１）防除用品使用後の樹木の写真 

（２）その他市長が必要と認める書類 

（補足） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、防除用品の配布に関し必要な事項は市長が別に定め

る。 
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附 則 

この要綱は、令和６年８月２３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年６月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年８月５日から施行する。 

 （経過措置） 

１ この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）によ

り提出された書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。 

２ この訓令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使

用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和８年５月２８日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

和泉市長 あて 

（申請者）住 所               

氏 名
ふ り が な

               

（事業所・団体の場合）名 称                  

（申請者が自署しない場合は、押印をしてください。） 

連 絡（自宅）           

（携帯）           

 

和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品配布申請書 
 

 和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品の配布に関する要綱第６条の規定に基づき、次のとおり

申請します。 

実 施 場 所  

被害木等の 

所有者又は管理者 
□申請者と同じ □申請者と異なる 

被害木等の所有者又は管理者名：            

被害木等の種類 

及び本数 

※最大１０本まで 

□サクラ        本 

□ウメ       本 

□モモ        本 

□その他（         ）           本 

防 除 用 品 

配布希望数 

登録薬剤等  
※被害木５本につき１本、最大２本まで 

防除ネット  
※被害木等１本につき１枚、最大１０枚まで 

  

備    考  

【添付書類】 

①被害木等の写真（被害木等の全体写真及び（フラスが確認できる場合は）フラス発生箇所の写真）

②被害木等の場所が分かる付近見取図 

③本人確認書類（マイナンバーカード（個人番号記載部分は除く）又は運転免許証等の写し） 

④防除用品の使用場所が借地の場合は、所有者の同意書 

⑤防除用品の配布を希望するものと、被害木等の所有者又は管理者が異なる場合、被害木等の所有者

又は管理者の同意書 

⑥代理人による申請の場合は、委任状及び代理人のマイナンバーカード又は運転免許証等の写し 

⑦その他市長が必要と認める書類 

（備考） 

１ 防除用品の使用又は管理の不備により生じた事故によって損害を受けることがあっても、市は

その責めを負いません。 

２ 土地の所有者等を確認するため、市が現地調査を行う場合があります。 

３ 被害木等を所有し又は管理するものから同意を得たものへの配布数等については、別途市と協

議の上決定するものとします。  
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様式第２号（第８条関係） 

年  月  日 

和泉市長 あて 

（申請者）住 所               

氏 名
ふ り が な

               

（事業所・団体の場合）名 称                 

（申請者が自署しない場合は、押印をしてください。） 

 
連 絡（自宅）           

（携帯）           

 

 

和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品配布実績報告書 

 
 

和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品の配布に関する要綱第８条の規定に基づき、次のとお

り報告します。 

 

 

実 施 場 所 
 

被害木等の種類 

及び本数 

□サクラ        本 

□ウメ       本 

□モモ        本 

□その他（         ）           本 

防 除 用 品 

配 布 数 

登録薬剤等 防除ネット 

  

備    考 
 

 
 
添付資料：防除用品使用後の樹木の写真（使用場所ごとに写真を添付してください） 
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様式第３号（第９条関係） 

年  月  日 

和泉市長 あて 

（申請者）住 所               

氏 名
ふ り が な

               

（事業所・団体の場合）名 称                 

（申請者が自署しない場合は、押印をしてください。） 

 
連 絡（自宅）           

（携帯）           

 

和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品配布経過報告書 

 
和泉市クビアカツヤカミキリ防除用品の配布に関する要綱第９条の規定に基づき、次のとお

り報告します。 

 

実 施 場 所 
 

経過調査日 令和   年   月   日 

配布申請時の 

被害木等の 

種類及び本数 

□サクラ        本 

□ウメ       本 

□モモ        本 

□その他（         ）           本 

防 除 用 品 

配 布 数 

登録薬剤等 防除ネット 

  

被害状況 

□被害あり 

□  年  月頃 クビアカツヤカミキリの成虫を  個体確認した 

□  年  月頃   本フラスを確認した 

□上記以外の被害あり 

   （被害状況：                 ） 

□被害なし（確認本数   本） 

備    考 
 

添付資料：経過調査時の樹木の写真（使用場所ごとに写真を添付してください） 


